
コンタクトレンズ検査料について 
 

○当院のコンタクトレンズ検査料の区分は「コンタクトレンズ検査料１」

です。 

○コンタクトレンズ検査に必要な費用 

・初診料 291 点 または 再診料 76 点 

・コンタクトレンズ検査料１ 200 点 

○以前、当院でコンタクトレンズ検査料を算定している患者様については、

再診料を算定します。 

○コンタクトレンズ診療医師 

 藤田周子医師（眼科診療経験年数 22 年・令和８年５月１日現在） 

〇コンタクトレンズ検査料について、不明な点がありましたら説明します。 

 

国保野上厚生総合病院 


